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(57)【要約】
　機械ハウジング（７）の内に移動可能な衝撃ピストン
（２）を有し、衝撃ピストン（２）の動作が移動可能な
バルブ本体（５）を介して制御可能であり、衝撃ピスト
ンの軸方向を表示する信号に依存して、ピストン（２）
の駆動表面が配置されるチャンバーに圧力源と低圧力と
を交互に接続するよう構成され、上記信号を伝達するた
めに制御チャネル手段（１０、１２；１０’１２’）が
、ピストンの制御端部（１１、１３）と共動するピスト
ン（２）を受けるための円筒空間内に開いている開口手
段を有する衝撃装置。調節手段は伝送される上記信号に
よりピストンの軸方向の調節を可能にするよう構成され
ている。調節手段はピストンと接触する軸方向に変位可
能な制御手段（９、９’、９’’）を少なくとも一つ備
え且つ開口手段を包含する制御チャネル手段の部分（１
０、１２、１０’、１２’）を備える。本発明はまた削
岩機及び方法にも関わる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械ハウジング（７）内に、前後に移動可能な衝撃ピストン（２）を有し、衝撃ピスト
ン（２）の動作が前後に移動可能なバルブ本体（５）を介して制御可能であり、衝撃ピス
トンの軸方向位置を表示する信号に依存して、ピストン（２）の駆動表面の配置されるチ
ャンバーに圧力源と低圧力とを交互に接続するよう構成され、上記信号を伝達する制御チ
ャネル手段（１０、１２；１０’１２’）が、ピストン（２）の制御端部（１１、１３）
と共動する、ピストン（２）を受ける円筒空間内に開いた開口手段をもち、上記信号が伝
達されるピストンの軸方向位置を調節できるようにする調節手段が設けられている衝撃装
置において、
　上記調節手段が、ピストンと接触し、開口手段をもつ制御チャネル手段の部分（１０、
１２、１０’、１２’）を備える、少なくとも一つの軸方向に変位可能な制御手段（９、
９’、９’’）を備えていることを特徴とする衝撃装置。
【請求項２】
　上記制御手段（９）が、ピストン（２）を周囲するスリーブ型構成要素であることを特
徴とする請求項１に記載の衝撃装置。
【請求項３】
　上記制御チャネル手段が、制御手段（９）の周囲に分配される少なくとも２つのチャネ
ル部分を備えることを特徴とする請求項２に記載の衝撃装置。
【請求項４】
　上記制御手段が、ピストン表面に対応する接触面をもつ少なくとも一つの構成要素を備
え、該構成要素が断面において、ピストンの周囲の非常に小さな部分であることを特徴と
する請求項１に記載の衝撃装置。
【請求項５】
　制御手段が、直線油圧モーター、歯付き変速装置、スクリュー変速装置、回転モーター
のグループのうちの何れを介して軸方向に調節可能であることを特徴とする請求項１から
４の何れか一項に記載の衝撃装置。
【請求項６】
　変位可能な制御手段が、ドリル軸に対して前進位置でピストンと共動する第一の制御チ
ャネル手段を備えていることを特徴とする請求項１から５の何れか一項に記載の衝撃装置
。
【請求項７】
　変位可能な制御手段が、ドリル軸に対して後退位置でピストンと共動する第二の制御チ
ャネル手段を備えていることを特徴とする請求項１から６の何れか一項に記載の衝撃装置
。
【請求項８】
　第一の変位可能な制御手段が、ドリル軸に向かって前進位置でピストンと共動する第一
の制御チャネル手段を備え、第二の変位可能な制御手段が、ドリル軸に対して後退位置で
ピストンと共動する第二の制御チャネル手段を備えていることを特徴とする請求項１から
６の何れか一項に記載の衝撃装置。
【請求項９】
　一つ或いは複数の上記制御手段が、掘削過程を表すパラメーターへのレスポンスとして
変位可能であることを特徴とする請求項１から８の何れか一項に記載の衝撃装置。
【請求項１０】
　上記パラメーターが、掘削速度、減衰チャンバーの圧力、検知された衝撃波振幅のグル
ープのうちの何れかであることを特徴とする請求項１０に記載の衝撃装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０の何れか一項に記載の衝撃装置を備える削岩機。
【請求項１２】
　機械ハウジング（７）内に前後に移動可能な衝撃ピストン（２）を備え、衝撃ピストン
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（２）の動作が前後に移動可能なバルブ本体（５）を介して制御可能であり、衝撃ピスト
ンの軸方向位置を表示する信号に依存して、チャンバーに圧力源と低圧力とを交互に接続
するよう構成され、チャンバーにはピストン（２）の駆動表面が配置され、上記信号を伝
達する制御チャネル手段（１０、１２；１０’１２’）が、ピストン（２）の制御端部（
１１、１３）と共動するピストン（２）を受ける円筒空間内に開いた開口手段をもち、上
記信号の伝達されるピストンの軸方向位置を調節する衝撃装置を制御する方法において、
　ピストンと接触し、開口手段をもつ制御チャネル手段の部分（１０、１２、１０’、１
２’）を備える制御手段（９、９’、９’’）が、軸方向に変位することを特徴とする方
法。
【請求項１３】
　制御手段が、 直線油圧モーター、歯付き変速装置、スクリュー変速装置、回転モータ
ーのグループのうちの何れを介してでも軸方向に調節されることを特徴とする請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　変位可能な制御手段の第一の制御チャネル手段が、ドリル軸に対して前進位置でピスト
ンと共動することを特徴とする請求項１２、１３の何れか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　変位可能な制御手段の第二の制御チャネル手段が、ドリル軸に対して後退位置でピスト
ンと共動することを特徴とする請求項１２から１４の何れか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　第一の変位可能な制御手段が、ドリル軸に対して前進位置でピストンと共動する第一の
制御チャネル手段を備え、第二の変位可能な制御手段が、ドリル軸からその後退位置でピ
ストンと共動する第二の制御チャネル手段を備えていることを特徴とする請求項１２から
１５の何れか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　上記制御手段が、掘削過程を表すパラメーターへのレスポンスとして変位することを特
徴とする請求項１２から１６の何れか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　上記パラメーターが、掘削速度、減衰チャンバーの圧力、検知された衝撃波振幅のグル
ープのうちの何れかであることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機械ハウジング内に、前後に移動可能な衝撃ピストンを有し、衝撃ピストン
の動作が前後に移動可能なバルブ本体を介して制御可能であり、衝撃ピストンの軸方向位
置を表示する信号に依存して、ピストンの駆動表面の配置されるチャンバーに圧力源と低
圧力とを交互に接続するよう構成され、上記信号を伝達する制御チャネル手段が、ピスト
ンの制御端部と共動する、ピストンを受ける円筒空間内に開いた開口手段をもち、上記信
号が伝達されるピストンの軸方向位置を調節できるようにする調節手段が設けられている
衝撃装置に関わる。本発明はまた、該衝撃装置を備える削岩機に関わるものである。
【背景技術】
【０００２】
　欧州特許ＥＰ－０－０８０４４６（Ａｔｌａｓ　Ｃｏｐｃｏ　ＡＢ）は、送り力が減衰
装置越しにハウジングからドリルストリング或いはドリルストリングアダプターへと伝達
される削岩機について説明している。そのような減衰装置は、圧縮された反射衝撃波に従
い、その伝播を感知して、反射衝撃波のエネルギーを最小限に抑えるようピストンのスト
ローク長を調節する制御ピンを制御するよう用いられている。
【０００３】
　特に制御ピンは、圧力信号が前後に移動可能なバルブ本体まで伝達され、ピストンの軸
方向を調節する調節手段であり、調節手段は、反射衝撃波を最小限に抑えるために衝撃装
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置の動作を変更することができるよう圧力信号へのレスポンスとして制御ピンを制御する
よう構成されている。別の実施形態では、制御ピンはドリルストリングと関わる掘削パラ
メーターの分析結果を経て制御される。
【０００４】
　従来公知の掘削機は有効に機能しているが、しかしピストンの軸方向位置の制御を制限
させている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、従来公知の衝撃装置に改良を加えた上記種類の衝撃装置を提供するこ
とにある。特に、衝撃ピストンの動作に関わる調節効果を高めた衝撃装置を提供すること
が、本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　これらの目的は、本発明によれば請求項１の特徴とする部分により達成される。
【発明の効果】
【０００７】
　従って、衝撃ピストンのストローク長の連続した調節を提供することを可能にすること
によって達成される。これは、特殊な動作状況で呈示される要求へのレスポンスとして、
衝撃装置から送られた衝撃エネルギーをさらに正確に変化させるために、ストローク長の
微調整の可能性を保証するので、優れた利点である。
【０００８】
　衝撃装置の打撃位置を変えるよう要求される場合、打撃位置は後方に移動することがで
きる。つまり軸アダプターからの方向であり、高圧力のために切り替えチャネルは、結果
として各打撃にさらに長いストローク長及び力を生じさせる。同様の圧力であれば、スト
ローク長がより長い時には、ピストンを速めるのにより長い時間がかかり、結果として低
頻度の掘削をもたらしてしまう。一般に、岩盤の硬度変化に基づいた衝撃装置のストロー
クエネルギーを変化させる必要性があると言われてきた。特に、岩盤の特定部分に存在す
る要求を経て、これに関して衝撃装置を制御することが求められている。本発明によれば
、衝撃装置は、掘削を最適化し、また掘削過程に寄与しない反射衝撃波を低減させる方向
でさらに正確に制御することができる。
【０００９】
　一般的に掘削過程では、新規のドリルビットによる掘削は非常に高い衝撃エネルギーを
伴って実施されることが指摘されている。これは、新しいドリルビット、つまり岩盤と実
際に係合するようになるドリルビット装置のうちのほんの僅かな部分に因るものである。
しかし、ある程度の磨耗の後、衝撃エネルギーはやがてドリルビットの係合部分の幾らか
の磨耗形状に自動的に適応し、削岩過程の効率を高めるであろう。しかしながら、ドリル
ビットの継続した磨耗を伴って、ドリルビットの実際の形状に対する衝撃エネルギーの劣
悪な適合によって、効率は再び低下するであろう。
【００１０】
　本発明は、このような現象を考慮することを可能にし、衝撃エネルギーがドリルビット
の磨耗状態により良く適応されるようになるために制御される。これは、同じ衝撃効果で
掘削速度の増大、岩盤からの低反射、ドリル鋼体への低荷重、を達成させ、より小型の減
衰装置を必要とする結果をもたらし得る。本発明によれば、掘削機は変化するドリルビッ
トの磨耗、岩盤の強度、及びドリルビットの寸法に適応することができる。従って、掘削
機は公知のパラメーターのうちの幾つかを予め調節することができ、また掘削中に要求及
び検知された複数のパラメーターに応じて管理することができる。
【００１１】
　制御手段は、ピストンを周囲するスリーブ型の構成要素であることが好ましい。特に制
御手段は、一様でない荷重からの開放を引き起こすので、制御手段の周囲に亘って分配さ
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れる少なくとも２つのチャネルを備えていることが好ましい。また、軸方向に変位可能な
ブロック型の構成要素として制御手段を用いることも可能である。軸方向に変位可能なブ
ロック型の構成要素は、ピストンの表面に対して部分的に円筒状の表面を伴って配置され
る。
【００１２】
　制御手段は、直線油圧モーター、歯状変速装置、ねじ込み式変速装置、回転式モーター
、または軸方向の動作を行うことができる他のあらゆる適当な手段などのそれ自体従来公
知の手段によって調節することができる。
【００１３】
　本発明の一つの態様によれば、制御手段は、その前進位置でピストンと共動するための
第一の制御チャネル手段を有している。本発明の別の態様によれば、変位可能な制御手段
は、アダプターから見られるように、ピストンの後退位置でピストンと共動するための第
二の制御チャネル手段を有している。
【００１４】
　本発明の別の態様によれば、第一の変位可能な制御手段を備えている。第一の変位可能
な制御手段は、前記第一の制御チャネル手段と、前記第二の制御チャネル手段を包含する
第二の変位可能な制御手段とを備えている。このような態様によれば、要求及び必要性に
倣って、バルブの複数の切り替え位置を相互に依存せずに制御することができ、調節の自
由度を高めることを保証する。
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、制御手段は、例えば掘削速度、減衰チャンバーの
圧力、または衝撃波計測の結果として検知された衝撃波振幅など掘削過程を評価するパラ
メーターに対するレスポンスとして変位可能である。
【００１６】
　さらなる利点は、本発明のさらなる態様によって得られ、以下の実施形態の説明から明
らかになるであろう。
【００１７】
　本発明は、実施形態に基づき添付図面を参照して以下に説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、衝撃ピストン２を具備した衝撃装置を備える削岩機１の一部を示している。ピ
ストンを駆動するための圧力媒体切り替えバルブは、符号番号５で表されている。図１に
示されていないが、さらに中央処理装置６、回転装置、減衰装置などを備えている。ビス
トン２は機械ハウジング７の内側で前後に移動可能である。
【００１９】
　機械ハウジング７の内側では、ピストン領域８の周辺にピストンを周囲して第一の制御
チャネル手段１０を有するスリーブ型の制御手段９があり、スリーブ型の制御手段９は、
チャネル開口部（或いは複数の開口部）を備えるピストン領域８の第一の端部１１と共動
するよう構成されている。また制御手段９は、この実施形態では、第二の制御チャネル手
段１２を備え、チャネル開口部（或いは複数の開口部）によってピストン領域８の第二の
制御端部１３と共動するよう構成されている。加圧可能なチャンバーは、それ自体従来公
知の方法で、ピストン領域８の側面の形態でピストンの駆動表面を受ける。
【００２０】
　制御手段９は、実際、その周辺に亘って別個に分配された制御チャネル手段１０及び１
２を形成する複数の制御チャネル部分を備えている。特にチャネル部分は、周辺に亘る一
様でない圧力作動に起因する一様でない負荷を回避するために、周辺に亘って一様に分配
される。衝撃装置の動作方向を切り替えるバルブへ案内する信号導管１４と連通する場合
には、制御手段９は、例えば周囲する逆向きの中空体１５の形態で外部凹部を備え、制御
チャネル手段１０、１２と導管１４との間で流体接触を伝達する。
【００２１】
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　示された位置によると、衝撃ピストンは、この軸３０から、軸３０に対して打撃する打
撃位置から移動している。このような衝撃ピストンの後退位置で、信号導管１４は、制御
チャネル手段１０を介して衝撃装置を高圧力、特に圧力Ｐに接続している。これによって
、打撃位置に対してピストンを駆動するためのチャンバー１８の内側で受けるピストン表
面に圧力Ｐが作用するようにバルブ５は切り替えられるであろう。
【００２２】
　このような駆動力を引き起こす動作によれば、制御端部１３が符号番号１６により破線
で示された位置にあるところの位置で、図１に見られるように、ピストンは左へ、前進位
置へ移動される。この場合、それが図１で示された位置までバルブを切り替え戻す放出導
管Ｄに接続されることによって、低圧力が導管１４に伝達されるであろう。次いで、ピス
トンの上位側がタンクＴに接続され、低圧力はここで広く行き渡るであろう。これはそれ
自体従来型衝撃装置においては公知であり、そのような理由によりここではさらに詳細に
説明するものではない。
【００２３】
　制御チャネル手段１０及び１２への開口部を備える開口手段の位置調節を可能にするた
めに、制御手段９は軸方向に変位可能である。これによって、例えば機械ハウジングでネ
ジ線型の溝内に挿差されるピンを備える制御手段９によってなど、数々の方法で達成され
得る。この場合、制御手段９の回転は、機械ハウジング７に関して軸方向の変位を引き起
こすであろう。
【００２４】
　第二の例示は、軸方向の変位を得るために、制御手段９に堅固に接続されている歯状の
ラックを具備して共動する歯状車輪１７に関するものである。
【００２５】
　図２では、制御端部１６’が加圧のために制御チャネル手段１０’の覆いを外される際
、圧力Ｐを伴って、切り替えチャンバーがバルブ５’のバルブ本体の効果的な圧力領域Ａ
を有して、導管１４’から切り替えバルブ’に導く導管１４’’に至るまで高圧力を伝達
するための第一の変位可能な制御手段９’を有する別の実施形態が示されている。これは
、駆動チャンバー１８’における圧力Ｐが打撃位置に反対する方向で衝撃ピストン２’を
駆動する時に起こるであろう。
【００２６】
　図２に示された上記位置からのバルブ５’の切り替えは、ドリル軸からの方向に戻され
た後、ピストンがその打撃を実施する時に、駆動チャンバー１８’の放出を引き起こす。
【００２７】
　さらに、制御端部１６’が制御チャネル手段１２’の覆いを外され導管１４’’が放出
される打撃位置から後退する時に、同導管１４’同様に上記切り替えバルブ５’の圧力領
域Ａに低圧力を伝達するための第二の制御手段９’’を備えている。
【００２８】
　この場合、制御手段は相互に独立して調節可能であり可撓性をより高めている。
【００２９】
　図３によれば、本発明によるさらなる可能性のある実施形態の衝撃装置の断面図を示し
ている。図３によれば、切り離され、非リング型の制御手段２６が具備され、上述のスリ
ーブ型制御手段９、９’及び９’’に対応する仕方で、移動可能であり且つ衝撃ピストン
２７を伴って共動することができる。この場合、制御手段は、断面図で見られるように、
ピストン表面に対応する接触面を有し、その接触面はピストン周囲のほんの小さな部分で
ある。
【００３０】
　図４では、衝撃装置における打撃を得る方法の一連図が示されている。ここで、
　　位置番号２０は、一連図の開始を表す。
　　位置番号２１は、衝撃装置における打撃の実施を表す。
　　位置番号２２は、減衰チャンバーにおける圧力など、掘削過程を評価するパラメータ
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ーに関わるパラメーター信号の獲得を表す。
　　位置番号２３は、位置番号２２で獲得した信号の分析及びピストンのストローク長を
変更するため軸方向に変位可能な制御手段を調節する信号の形成を表す。
　　位置番号２４は、変更されたストローク長による衝撃装置における一打撃の発生を表
す。
　　位置番号２５は、一連図の終わりを表す。
【００３１】
　図５ａは、スリーブ２３及び３０の形態で、独立して移動可能で且つ取り付け可能な２
つの制御手段が、ピストン領域２８と共動して構成される別の実施形態を示している。図
５ｂでは、スリーブの構造が拡大スケールで示されている。変位及び取り付けのための構
成は、さらなる実施形態のために検討されてきたことに相対する１種類の構成であり得る
。
【００３２】
　第一のスリーブ２９は、この場合、下位の或いは左の一つであって、信号導管３３を越
えて、高圧力がピストン３２の上位側或いは右側で駆動チャンバーに入り込むようにして
バルブ３１が切り替えられる時、掘削工具に反対して方向付けられたピストン領域の下位
制御端部と共動して、制御チャネル手段３４の補助を受けて制御する。第二のスリーブ３
０は、この場合、上位の或いは右の一つであって、低圧力が放出導管Ｄに接続されている
導管３３によってピストン３２の上位側或いは右側に入り込むようにしてバルブ３１が切
り替えられる時、掘削工具から離間して方向付けられたピストン領域の上位制御端部と共
動して、制御チャネル手段３５の補助を受けて制御する。
【００３３】
　言い換えれば、下位の左スリーブ２９は、ピストンの上位（右）転向位置を制御し、上
位の右スルーブはピストンの下位（左）転向位置を制御する。図からは、衝撃ピストンが
打撃位置からの或いはドリル軸からのその行程にあり、且つピストンの上位側が低圧力で
ある時、右の上位スリーブにおける制御チャネル手段３５は、バルブがこれ以上放出され
ないよう閉じられることが明らかである。間もなく、左の下位スリーブにおける制御チャ
ネル手段３４は、高圧力がピストンの上位側に伝達されるよう切り替えられるように開か
れ、バルブは加圧される。
【００３４】
　左の下位スリーブの位置を調節することによって、バルブへの圧力が管理され得て、ま
た右の上位スリーブの位置の調節は、バルブが放出されるようになる時、調節される。
【００３５】
　本発明は、以下の特許請求の範囲内でさらに変更され得る。本発明によれば、衝撃装置
で用いられる制御手段は、複数の種々の方法で構築することができ、また、衝撃ピストン
において異なる複数の位置で共動することができる。それ自体従来公知の切り替えバルブ
は、別の構成にすることができ、また例えば前進動作及び戻り動作の両方を加圧すること
で制御することもできる。代わって、戻り動作を弾性手段の補助を受けて達成することが
できる。　
【００３６】
　衝撃装置は、例えば衝撃ピストンの打撃方向に恒久的に適応された圧力を伴って、また
戻りストロークのために交互に加圧することを伴って、異なるタイプであり得る。また、
戻り動作のみならず前進動作が交互に加圧される複数のチャンバーにより駆動される衝撃
装置において、本発明を使用することも可能である。
【００３７】
　本発明は、回転装置も減衰装置もなしに幾つかの用途において、例えばいわゆるスケー
リング装置においても使用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明による衝撃装置を備える掘削機を示す軸方向の部分断面図。
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【図２】第二の実施形態における本発明による衝撃装置を示す軸方向の部分断面図。
【図３】本発明の別の態様を示す詳細断面図。
【図４】本発明の使用方法を示すブロック図。
【図５ａ】別の実施形態における本発明による衝撃装置を示す軸方向の部分断面図。
【図５ｂ】別の実施形態における本発明による衝撃装置を示す軸方向の部分断面図。

【図１】 【図２】
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【図５ａ】

【図５ｂ】
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